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「CCUSのメリットと今後の活用について」
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三重県 県土整備部 建設業課
令和8年度経営事項審査説明会のCCUSの説明



１．CCUSの目的・概要について
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技能者にカードを交付

＜建設キャリアアップシステムの概要＞

技能者が現場入場の際に
カードタッチで履歴を蓄積
ピッ！

工事情報を登録し、
カードリーダーを設置【技能者情報】 

・本人情報
・保有資格
・社会保険加入 等

社会保険加入の確認、施工体制台帳の作成 など

建設キャリアアップシステムの目的目的

「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場就業履歴等を業界横断的に
登録・蓄積し、技能・経験に応じた適切な処遇につなげようとするもの

技能者の技能・経験に応じた処遇改善を進めることで、
①若い世代がキャリアパスの見通しをもて 、
②技能者を雇用し育成する企業に人が集まる建設業を目指すまた、
社会保険加入の確認や施工体制の確認などの現場管理を効率化し、生産性向上を目指す

技能者の処遇

人材確保

生産性向上

経験や資格に応じたレベル判定

経験・技能に応じた処遇

現場管理での活用

レベルに応じた賃金支払い

就業履歴の蓄積 能力評価の実施技能者・事業者の事前登録

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

見習い

中堅
技能者

職長

登録基幹
技能者

指導者

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定
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就業履歴数

単月 累計
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技能者の登録数

単月 累計
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事業者（一人親方除く）の登録数

単月 累計

○ 技能者は約181.8万人が登録済
（技能者のほぼ２人に１人が利用する水準に。）

○事業者（一人親方除く）は約20.2万社が登録済
（工事実績のある許可事業者の半数相当に。）

○一人親方は約10.8万者が登録済
（一人親方は、技能者の登録数に含まれる。）

○現場での利用数※は逓増傾向
（※就業履歴数。直近では月560万件前後で推移。）

建設キャリアアップシステムの利用状況 （2026年3月末実績）

（単月、万人） （累計、万人）

（単月、万件） （累計、万件）
（単月、万社）

（累計、万社）

約20.2万事業者が登録

約181.8万人が登録

約2.60億件を蓄積
うち2023年度分：約5,357万件
うち2024年度分：約6,010万件
うち2025年度分：約6,666万件
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CCUSのメリット

• どこの現場ででも就業履歴が溜まる

• 所属技能者の適正評価とレベルアップ
• 企業評価・施工能力の見える化等による差別化

• デジタル化によるデータ連携で現場管理の効率化

• 自分の技能や就業履歴を証明に使える

• 建退共退職金ポイントへデータ連携出来る
• 保有資格と就業履歴で能力評価される

健全な技能者であることを証明できる

人を育てる健全な事業者であることを証明できる

事業者

技能者
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2．CCUSのメリット・現状について
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電子申請システムのリニューアルについて（令和7年10月～）

◯電子申請専用サイトリニューアルに伴い令和7年10月1日～令和8年3月31日までの期間で実施
◯期間中に退職金ポイントを購入した共済契約者に対し、購入した退職金ポイントの2％（CCUS連携工事の場
合は5％）をポイント還元。令和8年4月以降に還元予定。

※新規工事は10月3日～（CCUS連携は10月14日～）、現在運用中の工事は12月末から新システムで利用可能

これまで リニューアル後

電子申請
（掛金納付）

就労実績報告作成ツール（以下「就労ツー
ル」）と電子申請専用サイト（以下「専用
サイト」）の二つのシステムで登録

就労ツールを使わず、専用サイトで全
ての手続きが完結

元請下請間や就労ツールと専用サイト間で
データの受渡し（授受）が発生

専用サイトですべての操作が可能とな
り、データファイルの受渡しが不要

元請と下請間のやり取りや確認に時間を要
する

元請も下請も内容や作業状態をリアル
タイムに確認が可能

データチェックに2営業日必要 当日中にデータチェックが可能

CCUSとの連携
CCUSから「現場・契約情報」や「就業履
歴」ファイルをダウンロードし、専用サイ
トに登録するなど、複数回の手作業が発生

ＣＣＵＳからデータを自動連携するこ
とにより手続きを簡素化

オンライン申請
共済手帳申込などの数種類の手続きのみオ
ンライン申請が可能

すべての手続きについて、オンライン
申請が可能（手帳等の添付書類につい
ては、郵送による提出が必要）

退職金ポイント還元キャンペーンについて

7

建退共資料を基に
一部修正

※詳細は別添資料を参照ください



第三次・担い手３法に係るＣＣＵＳの位置づけ

○第三次・担い手３法において、生産性向上や処遇改善の観点から、施工体制台帳提出義務の合理化や
建設業者による処遇確保等に係る改正がなされ、関係省令等においてCCUS活用を位置づけ

公共工事における施工体制台帳提出義務の合理化

○入契法上、義務とされている公共工事における施工体制台帳の写しの提出について、システム等で直接発注者
が施工体制を参照できる場合には、提出義務を免除。（入契法第１５条第２項）

○システム等として、「建設キャリアアップシステム」を法令上明記。（入契法施行規則第２条）

○入契法適正化指針や品確法基本方針、ＩＣＴ指針等において、公共発注者における活用を明記。

○改正建設業法において、特定建設業者や公共工事の受注者に対し、ＩＣＴを活用した効率的な現場管理を
努力義務化。（建設業法第２５条の２８）

○当該措置に関し、国が定める「指針」（※１）において、取り組むことが望ましい事項として、「ＣＣＵＳの活
用促進」（※２）を位置づけ。
※１ 情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針（ICT指針）
※２ ＩＣＴ指針において、以下のようなＣＣＵＳ活用促進を明記

・事業者登録、技能者登録、現場・契約情報の登録、施工体制の登録、就業履歴の蓄積等の一層の推進
・元請業者のカードリーダー等利用環境の構築、下請業者に対する利用の働きかけ
・ＣＣＵＳと施工管理システムとの連携機能を活用した、事務作業や現場管理の効率化 等

ＩＣＴを活用した現場管理の効率化

○改正建設業法において、現場技術者の専任義務について、一定の要件に合致する工事に関して兼任を可能とする制度を創設。
（建設業法第２６条３項）

○要件のうち、工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置として、CCUS等を望ましい措置として明記。

現場技術者の専任義務の緩和

※いずれも令和６年１２月１３日より施行

○改正建設業法等において、技能者の知識や技能等に応じた適切な処遇の確保を、建設業者に対して努力義務化。（建設業法第２５条の２７
第２項、品確法第８条第４項）

○品確法基本方針において、CCUSの利用促進等により、技能労働者が有する技能や経験に応じた適切な処遇を受けられるよう労働環
境の改善に努めるよう明記。

建設業者による処遇確保
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10

経営事項審査におけるCCUSに係る加点

R8.7.1より施行

W1-⑦ W1-⑧



W1-⑧：建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度
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宣言企業は、シンボルマークを使用可能とし、企業一覧をＨＰで公表。また、宣言企業に対して、経営事項審査における加点等のインセンティブを講じることを
検討を行っている。これらを通じて
・建設技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者として評価され、就業者に選ばれる。
・事業活動に必要な就業者を安定的に確保
・発注者からエンドユーザーに至るまでサプライチェーンの中で適切に評価される。

参加することの効果

自主宣言への参加の流れ

自主宣言は以下の立場で行うことができます。
①元請事業者、②下請事業者、③発注者どの立場で宣言を行うか選択してください。０１ 自主宣言の立場の選択

宣言する立場により必須項目内容が異なりますので、立場に応じた検討をお願いいたします。０２ 必須項目の検討

元請事業者 下請事業者 発注者
労務費確保・賃金支払い等のための取組
・技能者の適切な処遇を確保するための取組を行うこと 等

労務費確保・賃金支払い等のための取組
・技能者の適切な処遇を確保するための取組を行うこと 等

労務費確保・賃金支払い等のための取組
・元請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明示
された見積書の内容を考慮・尊重すること

CCUS の活用
・全ての現場において、CCUS を利用する全ての技能者が就業
履歴を蓄積するよう、必要な環境整備や履歴蓄積の促進に取
り組むこと。 等

CCUS の活用
・雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行う
こと

宣言企業との取引優先
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮すること。

宣言企業との取引優先
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮すること。

宣言企業との取引優先
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮すること。

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の必須項目（一部抜粋）

※自主宣言への詳しい参加方法等については、ポータルサイトをご参照ください。
〇申請ポータルサイト： https://jishusengen.mlit.go.jp
令和7年12月12日（金）より申請受け受け開始

R8.7.1以降を申請日とする申請より適用

https://jishusengen.mlit.go.jp/
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外国人建設技能者とCCUSの関係 ①登録

1. 登録の義務化 

建設分野で働く外国人技能者は、制度上、CCUSへの登録が強く求められている 

♡技能実習生: 2020.1～から、建設分野の技能実習生の受入れにおいてCCUS登録が義務化

♡特定技能外国人: 「特定技能1号・2号」として就労する場合も、受入れ計画の申請時にCCUS

の技能者IDが必要とされ、登録が前提

♡特定活動：建設現場で技能者として働く場合は、原則として建設キャリアアップシステム

（CCUS）への登録を義務付け

 

2. 在留資格の要件・キャリアアップへの活用

特定技能2号への移行: 「特定技能2号」を目指す際、CCUSに蓄積された就業日数（職長や班

長としての経験）が実務経験の証明書類として利用され、CCUSを活用しない場合は、申請に

際し客観的な疎明資料を用意する必要が生じる

建設キャリアアップシステムへの登録は、外国人技能者（特に技能実習生や特定技

能外国人）にとって、日本で働くための事実上の必須条件となっている 

https://jac-skill.or.jp/howto/3-01/12.php
https://jac-skill.or.jp/howto/3-01/12.php
https://jac-skill.or.jp/howto/3-01/12.php
https://jac-skill.or.jp/howto/3-01/12.php
https://jac-skill.or.jp/howto/3-01/12.php
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外国人建設技能者とCCUSの関係 ②履歴の蓄積

在留期限のない２号特定技能外国人へのステップアップ基準として、試験と実務経
験（建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業時従事し、工程を管
理する者（班長）としての実務経験を要件とする：建設分野運用方針）が定められて
いる

実務経験については、令和7年1月31日付け国土交通省通知に運用が定められて

いる。当該通知では、実務経験の確認についてＣＣＵＳを積極的に活用することとし
ており、外国人が就業する現場でのCCUS運用のインセンティブとしている

通知における実務経験の確認

① レベル３のレベル判定結果通知書の写し（ほぼ無理）

② 能力評価基準のある職種でCCUSに必要な経験がある者（CCUS画面のスクショ）

※職種により、職長+班長班長経験は0.5、1、2又は3年
③ 能力評価基準のない職種で CCUSに3年以上の職長+班長経験がある者（CCUS画面のス

クショ）

④ CCUSに蓄積がない者は、職種により必要な職長+班長経験について、雇用事業者による

「経歴証明書」により職長、班長としての就業日数の証明を得て事実と相違ない旨誓約
（事実と相違する場合は在留資格を取り消されても異存ないない旨）して申請。

     ※長期間の日報や出面を疎明資料として整える必要があり負担が大きい



！入契法適正化指針の改訂：施工体制台帳の提出義務合理化
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各省各庁の長等は、施工体制台帳の写しの提出に代えて、建設
キャリアアップシステムの活用による施工体制の確認に努めるもの
とする

受注者が建設キャリアアップシステム等のシステムを活用すること
で、発注者が施工体制を確認することが出来る場合、施工体制
台帳の写しの提出を要しない

公共工事の適正な施工の確保には、下請を含め適正な
施工体制の確保が重要。

●施工体制台帳の提出義務合理化



3．その他(資料紹介など）
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iPhoneのカードリーダー化

[従来] [建レコがインストールされたiPhone
を活用すると]

現場毎に、
「PC等」と「カードリーダー」
が必要

カードリーダーは不要(iPhoneのみでOK!)

iPhoneの裏側にCCUSカードをタッチ

【対象環境】
・iOS16以上のiPhone ※建レコ対応のiOSに準じる
(iOS16へアップデート可能な機種は、 iPhone8以降及びiPhoneSE第2世代以降）
・建レコver 1.2.10 以上 ※AppStoreからインストールしてください

【使用方法】 【利用例】

通信回線が届かなくても、現場での就
業履歴はiPhoneへ蓄積
（通信回線が届く場所へ戻った後、CCUS
と連携し就業履歴を登録）

【山奥の現場】

【舗装工事】

通信回線が届かず、CCUSにデータ
登録が出来ない

作業場所が日々変わるため、PCや
カードリーダーの常設が困難

iPhone一つあれば、CCUSへ就業履
歴の蓄積が可能

 現場での就業履歴の蓄積促進に向け、蓄積環境の整備を図る観点から、現場利用に必要な機器等に係る負担
軽減の各種取組を展開。

 その一環として、今回、iPhoneをカードリーダーとしても使用できるよう、建レコに機能を追加。
 建レコがインストールされたiPhoneにCCUSカードをタッチすることで就業履歴を蓄積することが可能。
これにより、カードリーダーは不要に。

     （2024年1月29日供用開始）

【留意事項】
・今回新たに提供するiPhoneのカードリーダー化は、CCUSカードの暗号化されていない
  領域を利用して就業履歴を蓄積するため、これまでと比べ偽造防止のセキュリティレベ
  ルは低くなっています。ご利用に当たっては、その旨ご承知おき下さい。

※iPhoneへ就業履歴を蓄積するには、あらかじめ現場情報や技能者情
報を建レコにダウンロードしておく必要があります。 15



＊CCUS技能者スマホアプリ：「建キャリ」リリース
登録技能者が、スマホで自らの就業履歴、資格情報、レベル・レベルアップの目安などを確認できるアプリ。
CCUSを身近に感じ、CCUSのメリットを実感いただくことを目的としています。
ダウンロードは無料。iPhoneでもAndroidスマホでもご利用いただけます。

登録している基本
情報を確認できる

就業履歴を
確認できる

溜まった建退共退
職金も確認できる

＊次機開発：
現在のスキルセットからレベ
ルUPに必要な資格や就業

年数を確認できる

資格証を画像
表示できる

16



17

技能者能力評価における経歴証明
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能力評価申請手数料全額支援について

18



＊CCUSを社員の成長評価に活用する例

19

1．㈱長浜機設：



CCUSの能力評価等を活用した処遇改善の取組例

〇西松建設（東京）
協力会社の技能者を対象に、ＣＣＵＳレベルを考慮し認定される優良技能者制度を導入。
認定された役職に応じ、ＣＣＵＳの就業履歴の日数に基づき算出される手当を支給。

②大和ハウス工業（大阪）

協力会社の技能者を対象に、CCUSレベルと独自の能力評価
制度を組み合わせた手当を支給する「技能者キャリアアップ
制度」を導入。

〇鹿島建設
協力会社の技能者について、CCUSに登録している場合は、建退共掛金を全額負担。

〇清水建設

①谷脇組（北海道）

自社の技能者を対象に、CCUSレベルに応じた「キャリアアップ
手当」を導入。

４．建退共掛金負担

３．昇給・昇格の要件として活用

２．独自の評価・手当制度の要件等として活用１．レベルに応じた手当支給

〇竹中工務店

※役職認定には、CCUSレベルのほか、 資格や表彰実績等も考
慮。

〇フクザワコーポレーション（長野）
自社の技能者の昇格基準として、CCUS
レベルを設定。

（役職制度）

（昇格基準）

（手当制度）

〇三井住友建設 等

（月額）

【その他実施している企業】
竹中工務店、淺沼組、大林組、大林道路、奥村組、熊谷組、
佐藤工業、大成建設、大成ロテック、大日本土木、東亜建設工業、
戸田建設、飛島建設、中山組、日本国土開発、橋本店、
長谷工コーポレーション、フジタ、富士ピー・エス、馬淵建設等

20



日建学院＋認定アドバイザーによる運用実践セミナー
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4．最後に

建設業は、社会インフラや暮らしを支える重要な仕事である一方、
業界全体として担い手確保や働き方改革への対応が求められてい
ます。そうした中で、働く人が安心してキャリアを重ねられる環境を
つくることは、企業の持続的な成長だけでなく、業界全体の未来に
も関わるテーマだと考えています。

建設キャリアアップシステムが業界全体の未来を支えるツールとし
て活用して頂けることを希望して、講義を終了させて頂きます。
有難うございました。

22
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